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〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
一
号 

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
二
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表

第
二
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
を
定
め
る
省
令
（
令
和
四
年
経
済
産
業
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め

る
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

萩
生
田
光
一 

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
二
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
二
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
経
済
産
業
大
臣
が
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
本
文
中
「
経
済
産
業
大
臣
が
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
七
〇
度
以
上
」
を
「
七
〇

度
超
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
の
規
定
中
「
経
済
産
業
大
臣
が
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
二
条
本
文
中
「
経
済
産
業
大
臣
が
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
原
油
常
圧
蒸
留
装
置

」
の
下
に
「
及
び
減
圧
蒸
留
装
置
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
十
九
条
を
加
え
る
。 
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第
三
十
三
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
定
率

法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
別
表
（
以
下
「
関
税
率
表
」
と
い
う
。
）
第
二
二
・
〇
三
項
、
第
二
二
・
〇
四
項

（
第
二
二
〇
四
・
二
二
号
及
び
第
二
二
〇
四
・
三
〇
号
を
除
く
。
）
、
第
二
二
・
〇
五
項
、
第
二
二
・
〇
六
項
、
第
二
二
〇

七
・
一
〇
号
及
び
第
二
二
・
〇
八
項
に
該
当
す
る
も
の
（
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
三
十
四
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
二
四
・
〇
二
項
（
第
二
四
〇
二
・
二
〇
号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
も
の
（
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
三
十
五
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
三
三
・
〇
三
項
、
第
三
三
・
〇
四
項
（
第
三
三
〇
四
・
三
〇
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
三
〇
七
・
九
〇
号
に
該
当
す
る
も

の
（
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
三
十
六
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
四
二
・
〇
二
項
（
第
四
二
〇
二
・
九
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
四
二
〇
三
・
四
〇
号
に
該
当
す
る
も
の
（
四
万
円
を
超
え

る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
三
十
七
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表
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第
四
三
・
〇
三
項
に
該
当
す
る
も
の
（
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
三
十
八
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ヘ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
五
七
類
（
第
五
七
〇
二
・
四
九
号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
も
の
（
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
三
十
九
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ト
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
五
八
・
〇
五
項
に
該
当
す
る
も
の
（
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
四
十
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
チ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表
第

六
一
一
〇
・
三
〇
号
、
第
六
一
・
一
二
項
、
第
六
二
〇
六
・
一
〇
号
、
第
六
二
一
一
・
一
一
号
か
ら
第
六
二
一
一
・
二
〇
号

ま
で
、
第
六
二
一
三
・
九
〇
号
、
第
六
二
一
四
・
一
〇
号
及
び
第
六
二
一
五
・
一
〇
号
に
該
当
す
る
も
の
（
十
万
円
を
超
え

る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
四
十
一
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
リ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
六
四
〇
一
・
九
二
号
、
第
六
四
・
〇
二
項
（
第
六
四
〇
二
・
二
〇
号
及
び
第
六
四
〇
二
・
九
一
号
を
除
く
。
）
、
第
六
四

・
〇
三
項
、
第
六
四
・
〇
四
項
（
第
六
四
〇
四
・
一
九
号
を
除
く
。
）
及
び
第
六
四
〇
五
・
一
〇
号
に
該
当
す
る
も
の
（
十

万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 
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第
四
十
二
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ヌ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
六
五
〇
六
・
九
九
号
に
該
当
す
る
も
の
（
十
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
四
十
三
条 
輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ル
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
六
九
・
一
一
項
及
び
第
六
九
・
一
四
項
に
該
当
す
る
も
の
（
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
四
十
四
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ヲ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
七
〇
一
三
・
二
二
号
、
第
七
〇
一
三
・
三
三
号
、
第
七
〇
一
三
・
四
一
号
及
び
第
七
〇
一
三
・
九
一
号
に
該
当
す
る
も
の

（
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
四
十
五
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ワ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
七
一
・
〇
一
項
、
第
七
一
〇
二
・
一
〇
号
、
第
七
一
・
〇
三
項
、
第
七
一
〇
四
・
九
一
号
、
第
七
一
・
〇
六
項
（
第
七
一

〇
六
・
一
〇
号
を
除
く
。
）
、
第
七
一
〇
八
・
一
三
号
、
第
七
一
・
一
三
項
、
第
七
一
・
一
四
項
（
第
七
一
一
四
・
一
一
号

を
除
く
。
）
、
第
七
一
一
五
・
九
〇
号
及
び
第
七
一
・
一
六
項
に
該
当
す
る
も
の
（
金
を
主
た
る
材
料
と
す
る
物
を
除
き
、

四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
四
十
六
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
カ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
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る
も
の
と
す
る
。 

 

一 
関
税
率
表
第
八
四
〇
七
・
二
一
号
、
第
八
四
〇
七
・
二
九
号
、
第
八
四
〇
八
・
一
〇
号
及
び
第
八
四
〇
九
・
九
一
号
（

船
舶
推
進
用
エ
ン
ジ
ン
に
使
用
す
る
部
分
品
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
も
の
（
百
三
十
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

二 

関
税
率
表
第
八
四
七
一
・
三
〇
号
に
該
当
す
る
も
の
（
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
四
十
七
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ヨ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

関
税
率
表
第
八
七
・
〇
三
項
に
該
当
す
る
も
の
（
六
百
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

二 

関
税
率
表
第
八
七
・
〇
六
項
（
乗
用
自
動
車
用
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
八
七
〇
七
・
一
〇
号
に
該
当
す
る
も
の
（

二
百
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

三 

関
税
率
表
第
八
七
・
一
一
項
（
第
八
七
一
一
・
一
〇
号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
も
の
（
六
十
万
円
を
超
え
る
も
の
に

限
る
。
） 

 

四 

関
税
率
表
第
八
七
一
四
・
一
〇
号
に
該
当
す
る
も
の
（
二
十
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
四
十
八
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
タ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表
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第
九
〇
・
二
〇
項
に
該
当
す
る
も
の
（
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
四
十
九
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
レ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
九
一
・
〇
一
項
、
第
九
一
一
一
・
一
〇
号
、
第
九
一
一
一
・
九
〇
号
（
特
定
金
属
（
銀
、
金
、
白
金
、
イ
リ
ジ
ウ
ム
、
オ

ス
ミ
ウ
ム
、
パ
ラ
ジ
ウ
ム
、
ロ
ジ
ウ
ム
及
び
ル
テ
ニ
ウ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
定
金
属
を
張
っ
た
金
属
を
使
用

し
た
ケ
ー
ス
の
部
分
品
に
限
る
。
）
及
び
第
九
一
一
三
・
一
〇
号
に
該
当
す
る
も
の
（
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

と
す
る
。 

第
五
十
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ソ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表
第

九
二
〇
一
・
二
〇
号
に
該
当
す
る
も
の
（
二
十
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
五
十
一
条 

輸
出
令
別
表
第
二
の
三
第
三
号
ツ
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
税
率
表

第
九
七
類
に
該
当
す
る
も
の
（
金
貨
そ
の
他
金
を
主
た
る
材
料
と
す
る
物
を
除
き
、
四
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
と

す
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 


